
コミュニティ回収等の実施等に関する要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、廃棄物の減量及び資源の有効利用を推進するため、再生資源の

集団回収を実施する団体の活動状況を把握し、その支援を行うことを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並び

に生活環境の清潔保持に関する条例（平成５年大阪市条例第４号。以下「条例」と

いう。）の例による。 

２ この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

（１）コミュニティ回収 地域活動協議会その他の地域の団体が、その活動区域に居

住する市民から排出される家庭系廃棄物のうち、一般廃棄物処理計画に定める古

紙・衣類を定期的に収集することをいう。 

（２）再生資源 古紙、古布、びん、金属その他の専ら再生利用の目的となる廃棄物

をいう。 

（３）資源集団回収 地域活動協議会その他の地域の団体が、その活動区域に居住

し、又はその活動に協力する市民から排出される家庭系廃棄物のうち、再生資源を

定期的に収集することをいう。 

（４）排出世帯 コミュニティ回収及び資源集団回収のために、対象となる再生資源

を提供する世帯 

 

（適用） 

第３条 この要綱は、次の各号のいずれにも該当する団体であって、次条第１項に規

定する届出を行った団体が行うコミュニティ回収について適用する。 

（１）次のいずれかの団体であること。 

ア 地域活動協議会に対する補助金の交付の基準に関する要綱第５条第１項の規定

により区長から認定された地域活動協議会 

イ 連合振興町会（原則として小学校区単位を活動範囲とする場合に限る。） 

（２）団体の活動区域に居住する市民から排出される一般廃棄物処理計画に定める古

紙・衣類（新聞、段ボール、紙パック、雑誌、その他の紙、衣類の６品目。以下

「６品目」という。）を定期的に収集すること。 

（３）前号の収集を営利を目的として行うものでないこと。 

２ この要綱は、次の各号のいずれにも該当する団体が行う資源集団回収について適

用する。 

（１）次のいずれかの団体であること。 

ア 住民団体（自治会その他の営利を目的としない団体であって、大阪市内の排出

世帯で構成された自主的な団体） 



イ 地域活動協議会に対する補助金の交付の基準に関する要綱第５条第１項の規定

により区長から認定された地域活動協議会 

（２）団体の活動区域に居住し、又はその活動に協力する市民から排出される一般廃

棄物処理計画に定める資源ごみ又は古紙・衣類を定期的に収集すること。 

（３）10以上の排出世帯で構成されていること。 

（４）第２号の収集を営利を目的として行うものでないこと。 

 

（届出） 

第４条 コミュニティ回収又は資源集団回収を実施しようとする団体は、大阪市廃棄

物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する規則（平成５年大阪

市規則第 49号。以下「規則」という。）第２条の２第１項の規定により、コミュニ

ティ回収実施届出書（第１号の１様式）又は資源集団回収実施届出書（第１号の２

様式）を当該団体の活動区域を所管する環境事業センター（以下「環境事業センタ

ー」という。）に提出しなければならない。 

 

（奨励金対象品目） 

第５条 コミュニティ回収における奨励金の対象品目は、６品目とする。 

２ 資源集団回収における奨励金の対象品目は、一般廃棄物処理計画に定める古紙・

衣類のうち古紙（新聞、段ボール、紙パック、雑誌、その他の紙）とする。 

 

（報告書の提出） 

第６条 第４条第１項の規定によりコミュニティ回収実施届出書を提出した団体（以

下「コミュニティ回収実施団体」という。）は、年間（４月１日から翌年３月 31日

までの１年間。以下同じ。）の古紙・衣類収集量を毎年４月 30日までに、コミュニ

ティ回収実施団体年間実績報告兼奨励金支給申出書（第３号の１様式）により環境

事業センターに報告しなければならない。 

２ 前項に規定する報告書には、コミュニティ回収取引伝票（第５号の１様式）に収

集事業者の証明印を押印したものを添付しなければならない。なお、収集量の算出

にあたり、その重量に１kg未満の端数があるときは、これを切り捨てた重量とす

る。 

３ 第４条第１項の規定により資源集団回収実施届出書を提出した団体（以下「資源

集団回収実施団体」という。）は、年間の再生資源（大阪市内の家庭から排出され

るものに限る。）の収集量等を毎年４月 30日までに、資源集団回収実施団体実績報

告兼奨励金支給申出書（第３号の２様式）により環境事業センターに報告しなけれ

ばならない。 

４ 前項に規定する報告書には、資源集団回収取引伝票（第５号の２様式）に収集事

業者の証明印を押印したものを添付しなければならない。なお、収集量の算出にあ

たり、その重量に１kg未満の端数があるときは、これを切り捨てた重量とする。 

 

 



（奨励金） 

第７条 コミュニティ回収実施団体に対する奨励金は、前条第１項の規定により報告

された年間古紙・衣類収集量 15トンまでの収集量に対して 3.8円／kg、15トンを

超え 30トンまでの収集量に対して 4.3円／kg、30トンを超えた収集量に対して 4.8

円／kgを乗じて得た金額（上限額 100万円）とする。 

２ 資源集団回収実施団体に対する奨励金は、前条第３項の規定により報告された年

間古紙収集量 15トンまでの収集量に対して 1.5円／kg、15トンを超え 30トンまで

の収集量に対して２円／kg、30トンを超えた収集量に対して３円／kg乗じて得た金

額（上限額 70万円）とする。 

 

（奨励金の支給） 

第８条 奨励金の額は、年間の収集量により算定し、支給は年１回とする。 

２ コミュニティ回収実施団体が前条第１項に規定する奨励金を受けようとする場

合、コミュニティ回収実施団体年間実績報告兼奨励金支給申出書（第３号の１様

式）を環境事業センターに提出しなければならない。 

３ 資源集団回収実施団体が前条第２項に規定する奨励金を受けようとする場合、資

源集団回収実施団体実績報告兼奨励金支給申出書（第３号の２様式）を環境事業セ

ンターに提出しなければならない。 

４ 環境局長は、第６条第１項又は第３項の規定により提出された報告書を審査し、

奨励金の支給を適切と認めたときは、速やかにコミュニティ回収実施団体又は資源

集団回収実施団体に対し、奨励金を支給しなければならない。 

５ 第６条第１項又は第３項に規定する報告期限までに報告がない場合は、原則とし

て奨励金を支給しない。 

 

（奨励金の返還） 

第９条 環境局長は、コミュニティ回収実施団体又は資源集団回収実施団体が不正な

手段により奨励金を受給したと認めたときは、その全部又は一部の返還を命ずるこ

とができる。 

 

（届出事項の変更等） 

第 10条 コミュニティ回収実施団体は、届出事項を変更した場合は、規則第２条の２

第２項の規定により、コミュニティ回収実施団体届出事項の変更届出書（第２号の

１様式）を環境事業センターに提出しなければならない。 

２ コミュニティ回収実施団体は、コミュニティ回収を休止し、又は終了する場合

は、規則第２条の２第３項の規定により、あらかじめコミュニティ回収実施団体休

止等申出書（第２号の２様式）を環境事業センターに提出し、休止等の時期等につ

いて大阪市長と協議しなければならない。 

３ 資源集団回収実施団体は、届出事項を変更した場合は、規則第２条の２第２項の

規定により、資源集団回収実施団体届出事項の変更届出書（第２号の３様式）を環

境事業センターに提出しなければならない。 



４ 資源集団回収実施団体は、資源集団回収を中止し、又は６カ月以上休止する場合

は、規則第２条の２第３項の規定により、あらかじめ資源集団回収実施団体休止等

申出書（第２号の４様式）を環境事業センターに提出しなければならない。 

 

（実施団体の変更） 

第 11条 コミュニティ回収実施団体は、コミュニティ回収の活動区域、収集品目及び

収集方法が同一である場合には、あらかじめ大阪市長に協議の上、コミュニティ回

収の実施団体を変更することができる。 

２ 前項の規定によりコミュニティ回収実施団体を変更するときは、コミュニティ回

収実施団体は、変更後の団体の種類、団体名その他必要な事項を記載したコミュニ

ティ回収実施団体変更届出書（第４号の１様式）を環境事業センターに提出しなけ

ればならない。 

３ 資源集団回収実施団体は、資源集団回収の活動区域、収集品目及び収集方法が同

一である場合には、あらかじめ大阪市長に協議の上、資源集団回収の実施団体を変

更することができる。 

４ 前項の規定により資源集団回収実施団体を変更するときは、資源集団回収実施団

体は、変更後の団体の種類、団体名その他必要な事項を記載した資源集団回収実施

団体変更届出書（第４号の３様式）を環境事業センターに提出しなければならな

い。 

５ 第２項及び第４項の規定による届出は、変更後の団体によるコミュニティ回収又

は資源集団回収を開始しようとする日の７日前までに行わなければならない。 

 

（活動実績の通算） 

第 12条 前条第２項及び第４項の届出書に記載された変更後の団体（以下「変更後の

団体」という。）は、コミュニティ回収実施団体又は資源集団回収実施団体（以下こ

の条及び次条において「変更前の団体」という。）が同意した場合に限り、変更前の

団体によるコミュニティ回収の活動期間又は資源集団回収の活動期間（以下これら

を「活動期間」という。）及び奨励金の対象品目の収集量を変更後の団体の活動期間

及び収集量（以下「活動実績」という。）に通算することができる。 

２ 前項の規定により活動実績を通算しようとする場合、変更後の団体は、活動区域

その他必要な事項を記載し、コミュニティ回収活動実績の通算申出書（第４号の２

様式）又は資源集団回収活動実績の通算申請書（第４号の４様式）を環境事業セン

ターに提出しなければならない。 

３ 大阪市長は、前項の申出を相当と認めるときは、変更後の団体に対し、その旨並

びに通算する活動実績を記載して通知する。 

 

（奨励金算定の特例） 

第 13条 前条第１項の規定により収集量を通算した変更後の団体に対する奨励金の額

は、コミュニティ回収を実施する団体にあっては当該通算した収集量に対して第７

条第１項の規定により算定した奨励金の額から変更前の団体の収集量に対して同項



の規定により算定した奨励金の額を控除した額とし、資源集団回収を実施する団体

にあっては当該通算した収集量に対して第７条第２項の規定により算定した奨励金

の額から変更前の団体の収集量に対して同項の規定により算定した奨励金の額を控

除した額とする。 

 

（通知） 

第 14条 大阪市長は、コミュニティ回収実施団体又は資源集団回収実施団体が次の各

号のいずれかに該当すると認めたときは、当該コミュニティ回収実施団体又は資源

集団回収実施団体をこの要綱の適用の対象外とし、当該団体に対し、その旨を通知

するものとする。 

（１）コミュニティ回収実施団体として、第３条第１項各号に規定する事項に適合し

ない場合 

（２）資源集団回収実施団体として、第３条第２項各号に規定する事項に適合しない

場合 

（３）虚偽の申出及び報告が認められた場合 

（４）２年以上継続して第６条に規定する報告書の提出がない場合又は第８条に規定

する奨励金の支給に関する申出がない場合 

２ 前項の規定による通知は、適用除外通知書（第６号様式）により行うものとす

る。この場合において、コミュニティ回収実施団体又は資源集団回収実施団体が解

散（事実上解散している場合も含む。）しており、届出された住所に代表者が居住し

ていないなど所在が明らかでないときは、通知は行わない。 

 

（報告） 

第 15条 大阪市長は、奨励金の適正な執行を期するため、必要があると認めたとき

は、コミュニティ回収実施団体又は資源集団回収実施団体に対し報告を求めること

ができる。 

 

（その他） 

第 16条 コミュニティ回収実施団体及び資源集団回収実施団体は、次の各号に関して

大阪市に協力しなければならない。 

（１）コミュニティ回収実施団体及び資源集団回収実施団体の活動地域、活動頻度

等、活動内容についての市民に対する情報提供 

（２）コミュニティ回収実施団体のコミュニティ回収状況の調査 

（３）資源集団回収実施団体の資源集団回収状況の調査 

 

（準用） 

第 17条 第６条から第 16条まで（第 11条、第 12条及び第 13条を除く。）の規定

は、変更後の団体について準用する。この場合において、第 10条第１項中「届出事

項」とあるのは「第 11条第２項の届出書に記載された事項」と、同条第３項中「届



出事項」とあるのは、「第 11条第４項の届出書に記載された事項」と読み替えるも

のとする。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 11年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成 11年度における報奨金等については、第４条第１号の規定にかかわらず、同

号に定める年額の２分の１の額を支給する。 

３ 平成 11年度に提出する報告書については、第５条第１項の規定にかかわらず、平

成 11年４月１日から９月 30日までの回収実績を記載すれば足りる。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この改正要綱は、平成 14年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成 14年度における報奨金は、平成 13年８月末日までに登録した団体について

は、第４条第１号の規定にかかわらず、同号に定める年額の２分の１の額を支給す

る。 

３ 平成 14年度に提出する報告書については、平成 13年８月末日までに登録した団

体については、第５条第１項の規定にかかわらず、平成 13年 10月１日から平成 14

年３月 31日までの回収実績を記載するものとする。 

４ 平成 14年度における奨励品は、平成 13年８月末日までに登録した団体について

は、平成 13年 10月１日から平成 14年３月 31日までの回収実績に基づき支給す

る。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この改正要綱は、平成 18年４月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この改正要綱は、平成 19年４月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この改正要綱は、平成 21年４月１日から施行する。 

 

 

 



附 則 

（施行期日） 

１ この改正要綱は、平成 26年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成 27年３月 31日までの活動にかかる報告にあたっては、回収事業者が発行す

る証明書を、第６号様式による資源集団回収取引用伝票として認める。 

３ この改正要綱の施行の際現に旧要綱の規定により発行されている再生資源集団回

収支援制度登録団体証は、改正要綱による再生資源集団回収実施団体登録証とみな

す。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 28年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成 28年３月 31日以前の１年間における再生資源の回収量等の報告を行う場合

については、旧要綱第４号様式によることを妨げない。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 28年９月１日 から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現にコミュニティ回収活動を実施している団体については、

改正後の再生資源集団回収実施団体の登録等に関する要綱（以下「改正後の要綱」

という。）第４条第４項の規定に基づく登録を受けたものとみなし、改正後の要綱第

８条の規定により報奨金等を支給する。なお、報奨金等の支給における申出書等に

ついては、旧要綱の様式等によることを妨げない。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 29年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現に大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清

潔保持に関する規則の一部を改正する規則（平成 29年大阪市規則第 88号）附則第

２項の規定により、同規則による改正後の大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並

びに生活環境の清潔保持に関する規則第２条の２第１項の規定による届出書を提出

したものとみなされた団体については、改正後のコミュニティ回収等の実施等に関

する要綱第４条の規定による届出書を提出したものとみなす。 

 

 

 



附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 30年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の第５条、第７条から第９条までの規定は、平成 30年度以後の年度分の奨

励金について適用し、平成 29年度分までの報奨金及び奨励金については、なお従前

の例による。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 30年 11月 15日から施行する。 

（取引伝票に関する経過措置） 

２ 平成 31年３月 31日以前の１年間における再生資源の収集量等の報告を行う場合

に添付する伝票は、この要綱の施行後においても、コミュニティ回収については旧

要綱第５号の１様式を、資源集団回収については旧要綱第５号の２様式をそれぞれ

使用することを妨げない。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和元年５月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年３月 25日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前のコミュニティ回収等の実

施等に関する要綱に定める様式による用紙は、この要綱による改正後のコミュニテ

ィ回収等の実施等に関する要綱の規定にかかわらず、令和３年４月 30日までなおこ

れを使用することができる。 

 

 附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正後のコミュニティ回収等の実施等に関する要綱（以下「改正

後の要綱」という。）第 11条の規定は、この要綱の施行の日以後に変更後の団体に

よるコミュニティ回収又は資源集団回収を開始する場合に適用する。 

３ 改正後の要綱第 11条の規定によりコミュニティ回収又は資源集団回収の実施団体

を変更しようとする団体は、この要綱の施行前においても、改正後の要綱の規定の

例により必要な手続を行うことができる。 



 

 附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和５年７月 24日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和６年６月 26日から施行する。 

（取引伝票に関する経過措置） 

２ この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前のコミュニティ回収等の

実施等に関する要綱第５号の１様式及び第５号の２様式による用紙は、この要綱

による改正後のコミュニティ回収等の実施等に関する要綱の規定にかかわらず、

当分の間なおこれを使用することができる。 

 


